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○ 国 土 交 通 省 告 示 第    号  

旅 客 自 動 車 運 送 事 業 運 輸 規 則 □ 昭 和 三 十 一 年 運 輸 省 令 第 四 十 四 号 □ 第 二 十 四 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま

で 及 び 貨 物 自 動 車 運 送 事 業 輸 送 安 全 規 則 □ 平 成 二 年 運 輸 省 令 第 二 十 二 号 □ 第 七 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま

で の 規 定 に 基 づ き □ 対 面 に よ る 点 呼 と 同 等 の 効 果 を 有 す る も の と し て 国 土 交 通 大 臣 が 定 め る 方 法 を 定

め る 告 示 の 一 部 を 改 正 す る 告 示 を 次 の よ う に 定 め る □  

令 和 八 年   月    日  

国 土 交 通 大 臣  金 子  恭 之  

対 面 に よ る 点 呼 と 同 等 の 効 果 を 有 す る も の と し て 国 土 交 通 大 臣 が 定 め る 方 法 を 定 め る 告 示 の 一

部 を 改 正 す る 告 示  

対 面 に よ る 点 呼 と 同 等 の 効 果 を 有 す る も の と し て 国 土 交 通 大 臣 が 定 め る 方 法 を 定 め る 告 示 □ 令 和 五

年 国 土 交 通 省 告 示 第 二 百 六 十 六 号 □ の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る □  

次 の 表 に よ り □ 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定

の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め □ 改 正 後 欄 に 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線 を 付 し た 規 定 で 改 正 前

欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は □ こ れ を 加 え る □  
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改  正  後  改  正  前  

  

□ 遠 隔 点 呼 の 実 施 □  □ 遠 隔 点 呼 の 実 施 □  

第 四 条  □ 略 □  第 四 条  □ 略 □  

２  遠 隔 点 呼 を 行 う 運 行 管 理 者 等 が 当 該 遠 隔 点 呼 を 受 け る 運 転 者 等 □ 当

該 運 行 管 理 者 等 と 同 一 の 営 業 所 に 属 す る 運 転 者 等 を 除 く □ □ に 対 し 遠

隔 点 呼 機 器 に よ り 次 条 第 一 号 に 規 定 す る 機 能 を 使 用 せ ず 対 面 に よ り 行

う 点 呼 は □ 遠 隔 点 呼 と み な す □ こ の 場 合 に お い て □ 第 六 条 第 一 号 □ 第

二 号 及 び 第 四 号 並 び に 第 七 条 第 十 二 号 の 規 定 は □ 適 用 し な い □  

□ 新 設 □  

  

□ 遠 隔 点 呼 機 器 の 機 能 の 要 件 □  □ 遠 隔 点 呼 機 器 の 機 能 の 要 件 □  

第 五 条  遠 隔 点 呼 機 器 は □ 次 に 掲 げ る 要 件 を 満 た す も の で な け れ ば な ら

な い □  

第 五 条  遠 隔 点 呼 機 器 は □ 次 に 掲 げ る 要 件 を 満 た す も の で な け れ ば な ら

な い □  

一 □ 七  □ 略 □  一 □ 七  □ 略 □  

八  遠 隔 点 呼 を 受 け た 運 転 者 等 ご と に □ 次 の イ か ら ニ ま で に 掲 げ る 事

項 を 電 磁 的 方 法 に よ り 記 録 し □ 遠 隔 点 呼 実 施 地 点 間 で 共 有 す る と と

も に □ そ の 記 録 を 一 年 間 保 存 す る 機 能 を 有 す る こ と □  

八  遠 隔 点 呼 を 受 け た 運 転 者 等 ご と に □ 次 の イ か ら ニ ま で に 掲 げ る 事

項 を 電 磁 的 方 法 に よ り 記 録 し □ 遠 隔 点 呼 実 施 地 点 間 で 共 有 す る と と

も に □ そ の 記 録 を 一 年 間 保 存 す る 機 能 を 有 す る こ と □  

イ  業 務 前 の 遠 隔 点 呼 に 係 る 事 項  イ  業 務 前 の 遠 隔 点 呼 に 係 る 事 項  

⑴ □ ⑿  □ 略 □  ⑴ □ ⑿  □ 略 □  

⒀  前 条 第 一 項 第 三 号 に 掲 げ る 場 所 に お い て 遠 隔 点 呼 を 行 う 場 合

に あ □ て は □ 運 転 者 等 が 点 呼 を 受 け た 場 所  

⒀  第 四 条 第 三 号 に 掲 げ る 場 所 に お い て 遠 隔 点 呼 を 行 う 場 合 に あ

□ て は □ 運 転 者 等 が 点 呼 を 受 け た 場 所  

⒁  □ 略 □  ⒁  □ 略 □  

ロ  業 務 後 の 遠 隔 点 呼 に 係 る 事 項  ロ  業 務 後 の 遠 隔 点 呼 に 係 る 事 項  

⑴ □ ⑼  □ 略 □  ⑴ □ ⑼  □ 略 □  

⑽  前 条 第 一 項 第 三 号 に 掲 げ る 場 所 に お い て 遠 隔 点 呼 を 行 う 場 合

に あ □ て は □ 運 転 者 等 が 点 呼 を 受 け た 場 所  
⑽  第 四 条 第 三 号 に 掲 げ る 場 所 に お い て 遠 隔 点 呼 を 行 う 場 合 に あ

□ て は □ 運 転 者 等 が 点 呼 を 受 け た 場 所  

⑾  □ 略 □  ⑾  □ 略 □  

ハ ・ ニ  □ 略 □  ハ ・ ニ  □ 略 □  

九 □ 十 一  □ 略 □  九 □ 十 一  □ 略 □  
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□ 遠 隔 点 呼 機 器 を 設 置 す る 施 設 及 び 環 境 の 要 件 □  □ 遠 隔 点 呼 機 器 を 設 置 す る 施 設 及 び 環 境 の 要 件 □  

第 六 条  遠 隔 点 呼 機 器 を 設 置 す る 施 設 及 び 環 境 は □ 次 に 掲 げ る 要 件 を 満

た す も の で な け れ ば な ら な い □  

第 六 条  遠 隔 点 呼 機 器 を 設 置 す る 施 設 及 び 環 境 は □ 次 に 掲 げ る 要 件 を 満

た す も の で な け れ ば な ら な い □  

一  □ 略 □  一  □ 略 □  

二  な り す ま し □ ア ル コ □ ル 検 知 器 の 不 正 使 用 及 び 第 四 条 第 一 項 各 号

に 掲 げ る 場 所 以 外 で の 遠 隔 点 呼 の 実 施 を 防 止 す る た め □ ビ デ オ カ メ

ラ そ の 他 の 撮 影 機 器 に よ り □ 運 行 管 理 者 等 が 遠 隔 点 呼 を 受 け る 運 転

者 等 の 全 身 を 遠 隔 点 呼 の 実 施 中 に 随 時 明 瞭 に 確 認 す る こ と が で き る

こ と □  

二  な り す ま し □ ア ル コ □ ル 検 知 器 の 不 正 使 用 及 び 第 四 条 各 号 に 掲 げ

る 場 所 以 外 で の 遠 隔 点 呼 の 実 施 を 防 止 す る た め □ ビ デ オ カ メ ラ そ の

他 の 撮 影 機 器 に よ り □ 運 行 管 理 者 等 が 遠 隔 点 呼 を 受 け る 運 転 者 等 の

全 身 を 遠 隔 点 呼 の 実 施 中 に 随 時 明 瞭 に 確 認 す る こ と が で き る こ と □  

三 ・ 四  □ 略 □  三 ・ 四  □ 略 □  

  

□ 遠 隔 点 呼 実 施 時 の 遵 守 事 項 □  □ 遠 隔 点 呼 実 施 時 の 遵 守 事 項 □  

第 七 条  事 業 者 及 び 運 行 管 理 者 等 は □ 遠 隔 点 呼 を 行 う と き は □ 次 に 掲 げ

る 事 項 を 遵 守 し な け れ ば な ら な い □  

第 七 条  事 業 者 及 び 運 行 管 理 者 等 は □ 遠 隔 点 呼 を 行 う と き は □ 次 に 掲 げ

る 事 項 を 遵 守 し な け れ ば な ら な い □  

一 □ 十 一  □ 略 □  一 □ 十 一  □ 略 □  

十 二  遠 隔 点 呼 を 行 う 運 行 管 理 者 等 は □ 第 四 条 第 一 項 第 三 号 に 掲 げ る

場 所 に い る 運 転 者 等 に 対 し て 遠 隔 点 呼 を 行 う と き は □ あ ら か じ め 当

該 運 転 者 等 を 選 任 し て い る 事 業 者 が 定 め た 場 所 で 遠 隔 点 呼 を 受 け て

い る こ と を □ 映 像 に よ り 確 認 す る こ と □  

十 二  遠 隔 点 呼 を 行 う 運 行 管 理 者 等 は □ 第 四 条 第 三 号 に 掲 げ る 場 所 に

い る 運 転 者 等 に 対 し て 遠 隔 点 呼 を 行 う と き は □ あ ら か じ め 当 該 運 転

者 等 を 選 任 し て い る 事 業 者 が 定 め た 場 所 で 遠 隔 点 呼 を 受 け て い る こ

と を □ 映 像 に よ り 確 認 す る こ と □  

  

□ 自 動 点 呼 機 器 の 機 能 の 要 件 □  □ 自 動 点 呼 機 器 の 機 能 の 要 件 □  

第 九 条  業 務 前 自 動 点 呼 機 器 は □ 次 に 掲 げ る 要 件 を 満 た す も の で な け れ

ば な ら な い □  
第 九 条  業 務 前 自 動 点 呼 機 器 は □ 次 に 掲 げ る 要 件 を 満 た す も の で な け れ

ば な ら な い □  

一 □ 十 九  □ 略 □  一 □ 十 九  □ 略 □  

二 十  業 務 前 自 動 点 呼 を 受 け た 運 転 者 等 ご と に □ 次 に 掲 げ る 事 項 を 電

磁 的 方 法 に よ り 記 録 し □ か つ □ そ の 記 録 を 一 年 間 保 存 す る 機 能 を 有

す る こ と □  

二 十  業 務 前 自 動 点 呼 を 受 け た 運 転 者 等 ご と に □ 次 に 掲 げ る 事 項 を 電

磁 的 方 法 に よ り 記 録 し □ か つ □ そ の 記 録 を 一 年 間 保 存 す る 機 能 を 有

す る こ と □  

イ □ ル  □ 略 □  イ □ ル  □ 略 □  

ヲ  道 路 運 送 車 両 法 第 四 十 七 条 の 二 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 に よ る ヲ  運 転 者 に あ □ て は □ 道 路 運 送 車 両 法 第 四 十 七 条 の 二 第 一 項 及 び



 

 

-
 
4
 
- 

 

  

点 検 の 結 果  第 二 項 の 規 定 に よ る 点 検 の 結 果  
ワ □ レ  □ 略 □  ワ □ レ  □ 略 □  

二 十 一 □ 二 十 三  □ 略 □  二 十 一 □ 二 十 三  □ 略 □  

２  □ 略 □  ２  □ 略 □  
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附  則  

こ の 告 示 は □ 公 布 の 日 か ら 施 行 す る □  

 


